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令和7年10月8日 

 

 

令和７年度 東中地区森林境界明確化業務について、下記の質問に対して以下

回答いたします。 

 

質問内容 

項目名 仕様書について 

質問 1.仕様書 第３条 （業務箇所） 

新潟県糸魚川市東中対象地区 150ha について、事業エリア拡大の提案は可能

でしょうか。 

⇒ 可能です。 
 

質問 2.仕様書 第４条 （履行期間） 

本事業に関する林野庁へ中間報告はいつごろでしょうか、その際の提出物をご

教示ください。 

⇒ 事業中間での報告は求められておりません。 

 

事業完了後の林野庁への報告に必要な資料をご教示ください。 

⇒ 事業実施年度は、林野庁への報告は求められておりません。 

都道府県知事へ事業成果報告書を作成し報告することとされています。 

また、事業実施最終年度には以下の成果を報告します。 

(1) 森林の経営管理の集約化の成果を示す地図 

(2) 本事業における計画達成状況の評価やその原因に係る分析・検証等 

(3) 集約化対象森林区域における森林整備に向けた取組の予定（森林経営計画

の策定、経営管理権集積計画の策定等を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問 3.仕様書 第８条 （貸与資料） 

現時点で把握されている和紙図、土地参考図のサイズについてご教示くださ

い。  

(1)土地課税台帳データの貸与項目（データ）についてご教示ください。 

⇒ 地番、地目、地積、登記名義人の住所・氏名、納税義務者の住所・氏名 

(2)現時点で把握されている和紙図、土地参考図のサイズについてご教示くだ

さい。  

⇒ 和紙図は、畳6枚程度。土地参考図は、畳半帖程度 となります。 

(3)和紙図、土地参考図の謄写を行う際の作業スペースは確保可能か、可能な

場その広さについてご教示ください。 

⇒ 作業スペースの確保は可能です。作業スペースとなる東中会館2階は、畳

48帖程度、天井高2.6ｍの部屋となります。 

(4)法務局公図・登記簿は契約後すぐに貸与を受けられますでしょうか。また

提供期間に時間を要する場合目処をご教示ください。 

⇒ 契約後、概ね１、２週間程度でお渡しできます。 

 

(5)公図は対象区域には存在しないという認識でよろしいでしょうか。 

⇒ 認識としてはそうなりますが、本当に全てにおいてないのか、改めて法

務局に申請予定です。 

 

(6)林道台帳の整備状況と貸与の可否について見込みで結構ですのでご教示く

ださい。 

  ⇒ 林道台帳は整備されており、貸与は可能です。 

項目名 その他追加提案について 

［質問内容］ 

（1）今年度に本事業・他事業関連で森林経営管理制度関連の説明会、研修会等は予定

されていますか。 

⇒ 森林経営管理制度関連の説明会は予定しています。 

 



 

項目名 実施要領について 

［質問内容］ 

ヒアリング日に接続テストはありますでしょうか。 

⇒ 計画する予定です。 

 

ヒアリング時に弊社ソフトでの追加提案を説明することは可能でしょうか。 

⇒ 可能です。 

 

ヒアリング時のプレゼン時間は何分を想定されていますでしょうか。 

⇒ 30分（説明20分以内、質疑10分）とします。 

 

ヒアリング時のプレゼンにおいて、提出ドキュメントをパワーポイント等にして説明

することは可能でしょうか。 

⇒ 可能です。 

 

「プレゼンテーションにおける企画提案書への資料の追加提示は、認めない」と記載

されていますが、説明資料として企画提案書の要点をPowerPoint等で整理し、その資

料を投影し説明することは可能でしょうか。 

⇒ 企画提案書の内容を整理した資料を用いて説明することは可能です。 

 

説明資料として企画提案書の要点をPowerPoint等で整理し、その資料を投影し説明す

ることが許可された場合、作成した資料は事前に提出する必要がありますでしょう

か。 

⇒ 提出は不要です。評価員に配布しません。 

 

ヒアリングのWEB接続について、接続状況の事前テストはありますでしょうか。 

⇒ 接続テストは実施予定です。詳細については、別途ヒアリング対象者にご連絡い

たします。 

「プレゼンテーションは、本業務に携わる技術者（管理技術者、照査技術者、担当

技術者に限る）が行うものとする。」とありますが、営業等契約に関わる者等が参

加することは可能でしょうか。 

⇒ 本業務に携わる技術者以外も参加可能ですが、発言できるのは本業務に携わる技

術者のみとします。 

 

業務受注実績の様式に、「同種業務受注実績」は５件以内と記載されていますが、新

潟県内における業務受注実績」は制限が記載されていません。１件で良いのでしょう

か。 

⇒ 1件のみ記載ください。 

 

 

＊本件に関するお問い合わせ 

東中地区森林の集約化促進協議会 

会員 新潟県糸魚川地域振興局農林振興部 

会員 糸魚川市産業部農林水産課 

会員 ぬながわ森林組合 

 

事務局長 ぬながわ森林組合 本多 俊一 

025-552-1533 sinrin@alto.ocn.ne.jp 

 


